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土
地
基
本
法
等
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一
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を
改
正
す
る
法
律
案
（
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法
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三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
所
有
者
不
明
土
地
の
増
加
や
自
然
災
害
の
頻
発
等
に
よ
り
、
適
正
な
土
地
の
管
理
の
重
要
性
が
増
大
し
て
い

る
こ
と
に
鑑
み
、
土
地
政
策
の
基
本
理
念
等
を
見
直
し
、
適
正
な
土
地
の
利
用
及
び
管
理
を
確
保
す
る
施
策
の
総
合
的
か
つ
効

率
的
な
推
進
を
図
る
と
と
も
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
地
籍
調
査
を
円
滑
化
、
迅
速
化
す
る
等
の
措
置
等
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

土
地
基
本
法
の
一
部
改
正

１

土
地
は
、
そ
の
周
辺
地
域
の
良
好
な
環
境
の
形
成
を
図
る
と
と
も
に
当
該
周
辺
地
域
へ
の
悪
影
響
を
防
止
す
る
観
点
か

ら
、
適
正
に
利
用
し
、
又
は
管
理
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。

２

土
地
の
所
有
者
は
、
土
地
の
利
用
及
び
管
理
並
び
に
取
引
を
行
う
責
務
を
遂
行
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
所
有
す
る

土
地
に
関
す
る
登
記
手
続
そ
の
他
の
権
利
関
係
の
明
確
化
の
た
め
の
措
置
及
び
当
該
土
地
の
所
有
権
の
境
界
の
明
確
化
の

た
め
の
措
置
を
適
切
に
講
ず
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

３

政
府
は
、
土
地
に
つ
い
て
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
土
地
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
、
土
地
に



二

関
す
る
基
本
的
な
方
針
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

二

国
土
調
査
促
進
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

国
土
交
通
大
臣
は
、
令
和
二
年
度
を
初
年
度
と
す
る
国
土
調
査
事
業
十
箇
年
計
画
の
案
を
作
成
し
、
閣
議
の
決
定
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

三

国
土
調
査
法
の
一
部
改
正

地
籍
調
査
を
行
う
地
方
公
共
団
体
等
は
、
地
籍
調
査
を
効
率
的
に
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
街
区
境
界
調

査
を
先
行
し
て
行
い
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
地
図
及
び
簿
冊
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

四

不
動
産
登
記
法
の
一
部
改
正

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
区
域
内
の
対
象
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人
等
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
を
得
た
と
き
は
、

筆
界
特
定
登
記
官
に
対
し
、
当
該
対
象
土
地
の
筆
界
に
つ
い
て
、
筆
界
特
定
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

五

施
行
期
日
等

１

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
と
す
る
。


